
「延岡市空き家バンク」制度要綱 

平成27年３月13日制定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、延岡市における空き家等の有効活用を通して、延岡市への移住定住

を促し、地域における過疎化の抑制及び活性化並びに起業等の促進による商業活動等の

再生に寄与するため、「延岡市空き家バンク」を制度化するとともに、当該制度の運用に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 空き家等 市内に存する次に掲げる不動産であって、私人が所有する次に掲げるも

のをいう。 

ア 空き家 主として居住の用に供する建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）

第２条第１号に規定する建築物をいう。）及びその敷地であって、現に使用者のいな

い又は現に使用している者が当該建築物の使用を取り止める予定であるものをいう。 

イ 空き店舗 主として、飲食店、事務所その他の事業（この号において、「事業等」

という。）を行うための建築物（事業等を行うために他の用途と区分された室を有す

るときは、当該事業等を行うために区分された各室ごとを建築物とみなす。）及びそ

の敷地であって、現に使用者のいない又は現に使用している者が使用を取り止める

見込みのもの及びその敷地をいう。 

ウ 跡地 建築物 が除却その他の理由により更地になった土地で、現に使用されて

いない土地をいう。 

⑵ 所有者等 空き家等の所有権その他の権利を有し、当該空き家等の贈与、売却、賃

貸、解体及び整地等の処分をすることができる者をいう。 

⑶ 延岡市空き家バンク 空き家等の贈与、売買、賃貸 を希望する当該空き家等の所

有者等と、当該空き家等を譲り受け、又は借り受けようとする者（以下「購入等希望

者」という。）に対し、紹介を行う制度（以下「空き家バンク」という。）をいう。 

⑷ 宅建組合 延岡市日の出町２丁目１番地１ 延岡日向宅建協同組合をいう。 

（適用上の注意） 

第３条 何人も、この要綱が、空き家バンク以外による空き家等の取引を行うことを妨げ

るものと解してはならない。 

（空き家バンクの登録要件） 



第４条 空き家バンクに登録しようとする空き家等は、次のいずれにも該当するものであ

ること。 

⑴ 空き家等が、延岡市内に存するものであること。 

⑵ 空き家等が、税の滞納又は債務不履行等による差押えを受けているものではないこ

と。ただし、所有者等及び差押権者双方の合意があるときは除く。 

⑶ 空き家等が、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第34条の２第８項に規定す

る専任媒介契約（依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又

は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約に限る。）に係

る対象不動産となっていないこと。 

⑷ 空き家等が、建築基準法、都市計画法（昭和43年法律第100号）、農地法（昭和27年

法律第229号）その他法令に違反して建築（建築基準法第２条第13号に規定する建築を

いう。）されたものではないこと。 

⑸ 空き家等が、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第２条

第２項に規定する特定空家等及び同法第13条第１項に規定する管理不全空家等では

ないこと。 

⑹ 空き家等が、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成12年法律第57号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域又は建築基準

法第39条第１項に規定する災害危険区域若しくは津波防災地域づくりに関する法律

（平成23年法律第123号）第72条第１項に規定する津波災害特別警戒区域に含まれて

いないこと。 

（空き家バンク利用者の要件） 

第５条 所有者等又は購入等希望者（この号において「空き家バンク利用者」という。）が、

次のいずれにも該当しない者であること。 

⑴ 空き家バンク利用者及びその関係者が延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）

第２条第３号に規定する暴力団関係者 

⑵ 空き家バンク利用者が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない 

 者 

⑶ 空き家バンク利用者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又

はその法定代理人が前各号に該当する者 

（空き家等の登録） 



第６条 空き家バンクの制度を利用し、空き家等の登録を希望する所有者等（以下「空き

家 登録申込者」という。）は、「延岡市空き家バンク」物件登録申込書に必要な書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込書の提出があった場合は、その内容等を審査し、適当

であると認めたときは、その情報を「延岡市空き家バンク」登録台帳（以下「台帳」と

いう。）に登録し、空き家等登録申込者に「延岡市空き家バンク」登録完了通知書を、宅

建組合に「延岡市空き家バンク」登録物件媒介依頼書を通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申込書の提出があった場合は、その内容等を審査し、適

当ではないと認められたときは、台帳への登録は行わず、空き家等登録申込者に「延岡

市空き家バンク」に登録できない旨の通知書により、空き家等登録申込者に通知するも

のとする。 

４ 宅建組合は、第２項の登録物件媒介依頼があったときは、速やかに宅地建物取引業法

の許可を有する宅建組合の構成員から、登録物件の担当（以下「物件担当者」という。）

を決定するものとする。 

５ 宅建組合は、物件担当者を決定したときは、その旨を市長に報告するものとする。 

６ 空き家バンクへの空き家等の登録の有効期間は、登録をした年から起算して３年を経

過した後、最初に到来する３月31日までとする。ただし、再度の空き家等の登録を妨げ

ない。 

７ 市長は、第４条の規定に照らし、空き家バンクに登録がされていない空き家等で、利

活用が望ましいと認められる空き家等については、当該空き家等の所有者等に対して、

空き家バンクへの登録を助言することができる。 

（登録事項の変更） 

第７条 前条第２項の規定による登録完了の通知を受けた空き家等登録申込者（以下「空

き家バンク登録者」という。）は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに市長      

に報告しなければならない。 

（登録の抹消） 

第８条 空き家バンク登録者は、空き家バンクに登録された空き家等（以下「登録物件」

という。）を空き家バンク以外によって取引を行おうとするとき、又はその他の事由によ

り、空き家バンクへの登録が不要となったときは、速やかに市長に登録の抹消を申し出

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申し出があったとき、又は登録物件にかかる所有権その他

の権利の移動があったことを確認したとき、その他市長又は宅建組合が空き家等の登録



を継続することが適当でないと認めるときは、当該登録物件の登録を抹消するものとす

る。 

（登録の取消） 

第９条 市長は、空き家バンク登録者又は登録物件が次の各号のいずれかに該当したとき

は、登録を取り消すものとする。 

⑴ 提出された書類の内容に虚偽があったことが認められたとき  

⑵ 不正の手段により空き家等の登録を受けたことが認められたとき  

⑶ 第４条に規定する空き家バンクの登録要件に抵触することが認められたとき 

⑷ 空き家バンク登録者において、相続その他の理由により、所有権等の移転が困難と

認められるとき 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき  

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、空き家バンク登録者及び宅建組

合に、「延岡市空き家バンク」の登録を取り消した旨の通知書により、通知するものとする。 

（登録物件の情報公開） 

第10条 市長及び宅建組合は、登録物件に関する情報を各窓口及びホームページ等におい

て、広く公開するものとする。ただし、空き家バンク登録者に関する一切の情報は公開

の対象としない。 

２ 前項の公開の範囲は、登録物件の詳細な情報を宅地建物取引業法第35条に規定する重

要事項に記載すべき事項のほか、次の各号に掲げるものとする。ただし、個人が特定さ

れうる情報は除くものとする。 

⑴ 登録物件の位置図（延岡市発行の縮尺2500分の１の地図に限る。） 

 ⑵ 登録物件の現況写真（人物及び人名が写っていないものに限る。） 

 ⑶ 登録物件に係る公共交通機関の種別及び所要時間 

 ⑷ 登録物件の直近に存する小中学校、病院及び生活利便施設への所要時間 

 ⑸ 取引希望金額 

 ⑹ その他登録物件の取引に効果的であると判断される事項 

（交渉等） 

第11条 物件担当者は、購入等希望者から空き家バンク登録者との登録物件の譲渡又は賃

借等に係る交渉の申し出があったときは、空き家バンク登録者にそのことを報告するも

のとする。 

２ 前項の規定による報告を受けた空き家バンク登録者は、物件担当者を通して、購入等

希望者と遅延なく交渉を行うものとする。 



３ 希望取引形態が贈与である登録物件の物件担当者は、宅地建物取引業法第35条に規定

する重要事項に記載すべき事項に係る調査を行うとともに、その調査結果を譲渡人及び

譲受人に対し、書面により交付するよう努めなければならない。 

（交渉等への市の不関与） 

第12条 市長は、空き家バンク登録者と購入等希望者との間における交渉、契約等につい

ては、建築基準法その他法令に関する事項に係る相談等を除き、これに関与できないも

のとする。 

２ 空き家バンク登録者と購入等希望者との間における交渉、契約等に関する一切のトラ

ブル等については、物件担当者及び当事者間で解決するものとする。 

（空き家バンクの普及促進の検討等） 

第13条 市長は、本市における空き家数、不動産市場及び人口等の動向を勘案し、特に空

き家バンクの普及促進を図る必要があると認めるときは、他の施策における予算の執行

状況を踏まえ、必要な措置を講ずることを検討するものとする。 

（委任） 

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成27年３月13日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成27年８月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の改正前に第６条第１項の物件登録申込書の申請があったものについては、

なお、従前の例による。 


